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平成 11年

12年

 13年

14年

15年

16年

 17年

普 及 率 （％）

年

度

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 100.090.0

全　国

石川県
うち
下水道普及率

74.4％ 63.0％ 
75.8％ 

 18年

76.9％ 66.0％ 
77.7％ 

79.9％ 68.8％ 
79.4％ 

 19年

82.0％ 70.7％ 
80.9％ 

20年

83.8％ 72.9％ 
82.4％ 

21年

86.0％ 74.5％ 
83.7％ 

87.3％ 76.3％ 
84.8％ 

22年

88.6％ 77.6％ 
85.7％ 

 23年

89.8％ 78.8％ 
86.9％ 

 24年

90.9％ 79.8％ 
87.6％ 

 25年

91.8％ 80.8％ 
88.1％ 

 26年

92.4％ 81.7％ 
88.9％ 

92.9％ 82.2％ 
89.5％ 

 27年 93.3％ 82.7％ 
89.9％ 

 28年 93.6％ 83.1％ 
90.4％ 

 29年

 30年

令和元年

2年

3年

4年

5年

93.9％ 83.5％ 
90.9％ 

94.4％ 84.3％ 
91.7％ 

94.7％ 84.8％ 
92.1％ 

95.0％ 85.1％ 
92.6％ 

95.2％ 85.６％ 
92.9％ 

 

94.2％ 84.0％ 
91.4％ 

70.2％ 60.1％ 
73.7％ 

67.1％ 57.3％ 
71.4％ 

62.2％ 53.0％ 
68.9％ 

汚水処理人口普及率

93.3％
85.8％ 95.3％
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（問合せ先）	 石川県都市計画課	 電話	076-225-1493　FAX	076-225-1760

下水道法（昭和33年4月24日　法律第79号）キーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1）
☆下水道の整備

○　流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項、並びに公共下水道、流域下
水道、都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、
都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保
全に資する。

2　定義　　　　　　　（法2）
☆下水とは
☆下水道とは
☆公共下水道とは
☆流域下水道とは

○　下水：生活もしくは事業に起因し、もしくは付随する廃水又は雨水をいう。
○　下水道：下水を排除するために設けられる排水管、排水施設、これに接続し
て下水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するため
に設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。
○　公共下水道：地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの。
○　流域下水道：地方公共団体が管理する下水道で、２以上の市町村にまたがり、
終末処理場を有するもの。

3　排水設備の設置義務
　　　　　　　　　　（法10）

○　公共下水道の供用が開始された場合、当該公共下水道の排水区域内の土地の所
有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、法で定める区分に従って、その土地の下水
を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置すること。ただし、特別の
事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。

4　使用の開始等の届出
　　　　　　　  　（法11の2）

○　継続して政令で定める量又は水質の下水を排除して公共下水道を使用しよう
とする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該下水の量
又は水質及び使用開始の時期を公共下水道管理者に届け出ること。（なお、市町
の条例により、全ての下水道使用者に届出義務が課されています。）

5　特定事業場からの下水排除
   の制限　　　　　（法12の2）

○　水質汚濁防止法の特定施設を設置する事業場等（特定事業場）から下水を排
除して公共下水道を使用する者は、その水質が当該公共下水道への排出口にお
いて政令で定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

6　特定施設の設置等の届出
　　（法12の3、12の4、12の6）

○　工場等から継続して公共下水道に下水を排除する場合
・　特定施設の設置時、構造の変更時には、あらかじめ公共下水道管理者に届け出
ること。

・　届出受理日から60日以内の設置禁止（公共下水道管理者が認めれば期間短縮可能）

7　事故時の措置
　　　　　　  　　（法12の9）

○　特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、一定の有害物質
及び油が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急
の措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を速やかに公共下
水道管理者に届け出ること。

8　水質の測定義務等
　　　　　　　　（法12の12）
☆測定・記録

○　継続して、政令で定める水質の下水を公共下水道に排除する者で政令で定め
るもの及び下水を公共下水道に排除する特定施設の設置者は、当該下水の水質
を測定し、その結果を記録すること。

（測定回数等）（省令15）
・　温度又は水素イオン濃度：毎日1回以上
・　BOD：14日に1回以上
・　ダイオキシン類：1年に1回以上
・　その他の項目：7日に1回以上
（公共下水道等管理者は終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオ
キシン類以外の測定項目の測定の回数につき、別の定めを設けることができる。）

平成16年度以降の主な沿革

	平成17年	 6月	22日	 法律第70号	 事故時の措置の創設	 （平成17年11月1日施行）

	平成27年	 5月	20日	 法律第22号	 下水道の維持管理基準の創設	 （平成27年11月19日施行）
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　下水道による汚水の処理は、住居が集合している地域から行うことが多く、どうしても住居が
散在している地域は整備が遅れがちになります。それを補う方法が浄化槽の設置です。この浄化
槽の適正な設置及び管理をするため、昭和58年に「浄化槽法」が制定されました。
　「浄化槽法」では、浄化槽の製造、施工、保守点検、清掃などにつき、それがきちんと行われ
るよう技術上の基準を定めて規制したり、浄化槽関係の事業に従事する関係業者の責任を明確に
したり、資格制度を定めるなどするほか、浄化槽の使用者についても正しく使用するよう義務づ
けています。
　浄化槽には大きく分けて、水洗便所の排水だけを処理する単独処理浄化槽と水洗便所の排水と
台所や風呂などの生活雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽があります。
　下図は、BOD量の比較ですが、合併処理浄化槽の場合の放流汚濁物質量は単独処理の場合の
約1／ 8で、いかに水質汚濁の改善に役立つかを示しています。
　このため、平成12年6月に「浄化槽法」が改正され、単独処理浄化槽の新規設置が禁止された
なか、既に設置されている単独処理浄化槽についても合併処理浄化槽への転換の努力義務が明記
されました。
　また、定期検査の実施率が低い状況にあることなどから、適正な維持管理の徹底を図るため、
平成17年5月に「浄化槽法」が改正され、浄化槽からの放流水の水質基準の創設、浄化槽設置後
の水質検査期間の見直し、維持管理に対する県の指導監督の強化、浄化槽の廃止届の提出義務な
どが明記されました。
なお、令和元年6月の「浄化槽法」の改正では、適切に清掃し、使用の休止を届け出た浄化槽に
ついては、保守点検等の義務を免除できることが追加されました。

12　浄化槽法とは？　水質改善の救援投手！

合併処理浄化槽と単独処理浄化槽の比較

汚れの量
32g/人・日

汚れの量
4g/人・日

放流水質
BOD　　20mg/l以下
BOD除去率90％以上

放流水質
BOD　　90mg/l以下
BOD除去率65％以上

し尿及び生活雑排水 40g/人・日

し尿
13g/人・日 処理後　5g/人・日

処理後　4g/人・日

　 生活雑排水（未処理）　27g/人・日

合併処理浄化槽
家庭

ブロワ

ブロワ

接触材接触材
接
触
材

接
触
材

接
触
材

接
触
材

単独処理浄化槽

公
共
用
水
域
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（問合せ先）	 石川県都市計画課	 電話	076-225-1493　FAX	076-225-1760
	 石川県南加賀保健福祉センター	 電話	0761-22-0795　FAX	0761-22-0805
	 石川県石川中央保健福祉センター	 電話	076-275-2642　FAX	076-275-2257
	 石川県能登中部保健福祉センター	 電話	0767-53-6893　FAX	0767-53-2484
	 石川県能登北部保健福祉センター	 電話	0768-22-2028　FAX	0768-22-5550
	 金沢市環境政策課	 電話	076-220-2508　FAX	076-260-7193

浄化槽法（昭和58年5月18日　法律第43号）キーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1）
☆し尿等の適正処理

○　浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業
者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽整備士及び浄化槽管理士
の資格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽による
し尿及び雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する。

2　浄化槽によるし尿処理等
　　　　　　　　　  　（法3）

○　何人も、終末処理下水道（下水道法に基づく）及びし尿処理施設（廃掃法に
基づく）で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共
用水域等に放流してはならない。
○　浄化槽を使用する者は、浄化槽の機能を正常に維持するための浄化槽の使用
に関する環境省令で定める準則を遵守すること。

3　浄化槽設置届出　   （法5） ○　浄化槽の設置、構造等の変更をしようとする者は、知事（保健所を設置する
市にあっては市長）及び特定行政庁に届け出ること。
　　ただし、建築基準法第６条１項の規定による建築主事への確認申請をすべき
場合、浄化槽の変更が軽微の場合はこの限りでない。
○　届出者は、届出受理後21日（型式認定品は10日）間は工事に着手できない。
　　ただし、所管行政庁が認めるときはこの限りではない。

4　設置後等の水質検査  （法7） ○　新設又は構造等を変更された浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経
過した日から5ヶ月の間に、環境省令で定めるところにより、浄化槽管理者は、
指定検査機関（環境省又は都道府県が指定）の行う水質検査を受けること。

5　浄化槽管理者の義務等
　　　　　　　（法8、9、10）
☆保守点検・清掃

○　浄化槽の保守点検は技術上の基準に従って行うこと。
○　浄化槽の清掃は技術上の基準に従って行うこと。
○　浄化槽管理者は、毎年1回（環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定
める回数）浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をすること。
○　浄化槽管理者は、501人以上の浄化槽の場合、技術管理者を選任すること。

6　定期検査　 （法11、11の3） ○　浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年１回（環境省令で定
める場合にあっては、環境省令で定める回数）、指定検査機関の行う水質検査を
受けること。
○　浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃止したときは、環境省令で定めると
ころにより、その日から30日以内に、都道府県知事に届け出ること。

7　浄化槽休止届出（法11の2） 〇　浄化槽管理者は、使用の休止に当たって当該浄化槽の清掃をしたときは、環
境省令で定めるところにより、知事（保健所を設置する市にあっては市長）に
届け出ること。
〇　浄化槽管理者が清掃をして、使用の休止を知事に届け出た浄化槽について、
保守点検、清掃及び定期検査の義務を免除する。

8　浄化槽設備士   （法29、42） ○　浄化槽工事業者は営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと。
○　浄化槽設備士免状は、当該試験に合格した者及び管工事施工管理技術検定に
合格した後、認定講習を修了した者に交付する。

平成16年度以降の主な沿革
	平成16年	 6月	 2日	 法律第76号	 廃業等の届出に係る見直し	 （平成17年1月1日施行）
	平成16年	12月	 1日	 法律第147号	浄化槽工事業の登録等に係る見直し
平成17年	 5月	20日	 法律第47号	 浄化槽からの水質基準の創設、設置後の水質検査期間の見直

し、維持管理に対する県の監督規定の強化、浄化槽の使用廃
止届の義務化（平成18年2月1日施行）

	令和元年	 6月	19日	 法律第40号	 浄化槽の使用休止及び義務の免除（令和2年4月1日施行）
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土壌汚染を放置すれば人の健康に影響を及ぼすことが懸念されたことから、土壌汚染の状況の
把握、人の健康の防止に関する措置等の土壌汚染対策を実施し、国民の健康を保護することを目
的として「土壌汚染対策法」が平成15年2月15日から施行されました。
この法律では、特定有害物質の製造、使用又は処理を行う「水質汚濁防止法」の特定施設を廃
止した場合や、一定規模以上の土地の改変を行う際にその土地が特定有害物質により汚染されて
いるおそれがあると知事が認める場合、また、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがあ
ると知事が認める場合には、土地所有者等は土壌汚染状況調査を実施し、その結果を知事に報告
しなければなりません。
調査の結果、土地の汚染状況が基準に適合しないことが確認された場合、知事は「要措置区域」
あるいは「形質変更時要届出区域」として指定・公示します。要措置区域の場合は、土壌汚染に
より人の健康被害を生ずるおそれがあるため、知事は土地所有者等又は汚染原因者に対し汚染の
除去等の措置を講ずべきことを指示します。また、形質変更時要届出区域内では、土地の形質を
変更しようとする場合は、知事への事前の届出が必要となります。
このほか、汚染土壌を区域外へ搬出する際や区域外で処理する場合についての規制についても
定められています。

13　 土壌汚染対策法とは？

有害物質の土壌汚染の状況把握・汚染対策を図る！

分類 特定有害物質の種類
指定基準 土壌汚染の除去の基準 地下水基準

（mg/L）土壌溶出量基準
（mg/L）

土壌含有量基準
（mg/kg）

第2溶出量基準	
（mg/L）

第1種
特定有害物質

（揮発性有機化合物）

クロロエチレン 0.002以下 − 0.02以下 0.002以下
四塩化炭素 0.002以下 − 0.02以下 0.002以下
1,2 −ジクロロエタン 0.004以下 − 0.04以下 0.004以下
1,1 −ジクロロエチレン 0.1以下 − 1以下 0.1以下
1,	2 −ジクロロエチレン 0.04以下 − 0.4以下 0.04以下
1,3 −ジクロロプロペン 0.002以下 − 0.02以下 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 − 0.2以下 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 − 0.1以下 0.01以下
1,1,1 −トリクロロエタン 1以下 − 3以下 1以下
1,1,2 −トリクロロエタン 0.006以下 − 0.06以下 0.006以下
トリクロロエチレン 0.01以下 − 0.1以下 0.01以下
ベンゼン 0.01以下 − 0.1以下 0.01以下

第2種
特定有害物質
（重金属等）

カドミウム及びその化合物 0.003以下 45以下 0.09以下 0.003以下
六値クロム化合物 0.05以下 250以下 1.5以下 0.05以下

シアン化合物 検出されないこと 50以下
（遊離シアンとして） 1以下 検出されないこと

水銀及びその化合物
うちアルキル水銀

0.0005以下
検出されないこと 15以下 0.005以下

検出されないこと
0.0005以下

検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.3以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4000以下 24以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4000以下 30以下 1以下

第3種
特定有害物質
（農薬等）

シマジン 0.003以下 − 0.03以下 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 − 0.2以下 0.02以下
チウラム 0.006以下 − 0.06以下 0.006以下
ＰＣＢ 検出されないこと − 0.003以下 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと − 1以下 検出されないこと
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14　循環型社会形成推進基本法とは？　「循環型社会」への挑戦！

グ リ ー ン 購 入 法 国等が率先して再生品等の調達を推
進

素材に着目した包括的な法制度

食 品 リ サ イ ク ル 法
食品の製造・販売事業者、レストラン
等に、食品残さの発生抑制やリサイ
クル等を義務づけ

建 設 リ サ イ ク ル 法
建設工事の受注者等に、建築物等の
分別解体や建設廃棄物のリサイクル
などを義務づけ

家電製品の製造・販売事業者に、廃家
電製品の回収・リサイクル等を義務づ
け

容器包装の製造・利用事業者等に、分
別収集された容器包装のリサイクル
等を義務づけ

家 電 リ サ イ ク ル 法

容器包装リサイクル法

小型家電リサイクル法 使用済小型電子機器等の再資源化の
促進

自動車製造業者・輸入業者等に、使用
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循環型社会形成の推進のための法体系

　これまで、私たちは、物質的に豊かな生活を送ってきましたが、それを支えていたのは、大量
生産・大量消費・大量廃棄という経済活動・ライフスタイルでした。
　しかし、その豊かさとは裏腹に、廃棄物処理施設の不足、不法投棄の増大、さらには地球の温
暖化等の問題の発生により、環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成することが急務とな
り、循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として、「循環型社会形成推進基本
法」が平成12年６月に制定され、廃棄物処理等の優先順位を次のように法定化しています。
　　①発生抑制、②再使用、③再生利用、④熱回収、⑤適正処分
　また、循環型社会の形成に向け、これらの主体の責務について、①　事業者・国民の「排出者
責任」を明確化。②　生産者が、自ら生産する製品等について使用され廃棄物となった後まで一
定の責任を負う「拡大生産者責任」の一般原則を確立と、明確にしています。
　循環型社会の形成を総合的・計画的に進めるため、政府は「第5次循環型社会形成推進基本計
画」を令和６年８月に策定し、５つの重点分野として、①循環型社会形成に向けた循環経済への
移行による持続可能な地域と社会づくり、②資源循環のための事業者間連携によるライフサイク
ル全体での徹底的な資源循環、③多種多様な地域の循環システムの構築と地方創生の実現、④資
源循環・廃棄物管理基盤の強靭化と着実な適正処理・環境再生の実行、⑤適正な国際資源循環体
制の構築と循環産業の海外展開の推進を掲げ、その実現に向けて講ずべき施策を示しています。
　また、この「循環型社会形成推進基本法」に合わせて、法律が体系的に整備され、循環型社会
の形成に向けて実効ある取組を進めていくこととしています。

プラスチック資源循環法
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循環型社会形成推進基本法（平成12年6月2日　法律第110号）のキーポイント

1　目的　　　　　　　（法1）
☆基本原則を規定
☆責務明確化
☆基本計画策定

○　循環型社会の形成について、基本原則を定め、国、地方公共団体、事業者、
国民の責務を明らかにし、基本計画の策定等施策の基本となる事項を定める。
○　施策を総合的かつ計画的に推進する。
○　現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。

2　定義　　　　　　　（法2）
☆循環型社会
☆循環資源

○　「循環型社会」とは、①廃棄物等の発生抑制、②循環資源の循環的な利用、③
適正な処分の確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限
り低減される社会。
○　「循環資源」とは、廃棄物等のうち有用なもの。

7　事業者の責務　　　（法11） ○　原材料等が廃棄物等になることの抑制措置、原材料等が循環資源となった場合
の循環的利用への措置を講ずる等の責務。
○　製品、容器等の製造・販売等を行う事業者は、廃棄物等になることの抑制措置
を講ずるとともに、設計の工夫・材質又は成分の表示等の循環資源となった場合
に循環的利用を促進し、及びその適正処分が困難とならないようにするための措置
を講ずる責務。
○　再生品を使用する等により、循環型社会の形成に自ら努めるとともに、国等の
施策に協力する責務。

8　循環型社会基本計画の策定等
（法15、16）

○　政府は「循環型社会形成推進基本計画」を次のような仕組みで策定又は見直し。
・　原案は、中央環境審議会が意見を述べた指針に即して、環境大臣が策定。
・　計画の策定に当たっては、中央環境審議会の意見を聴取。
・　計画は、政府一丸となった取組を確保するため、関係大臣と協議し、閣議決
定により策定又は見直し。

・　計画の閣議決定があったときは、これを国会に報告。
・　計画の策定期限、５年ごとの見直しを明記。
・　国の他の計画は、循環型社会の形成に関しては、循環型社会形成推進基本計
画を基本とする。

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

3　廃棄物等の発生抑制（法5） ○　原材料は効率的に利用されること、製品はなるべく長期間使用されること等
により、廃棄物等になることをできるだけ抑制する。

4　循環資源の基本原則（法7）
☆再使用
☆再生利用
☆熱回収
☆適正処分

○　循環資源を再使用できるものは再使用する。
○　再使用されないもので、再生利用できるものは再生利用する。
○　再使用、再生利用されないものであって、熱回収できるものは熱回収する。
○　循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）が行われないものは適正処分する。

5　国の責務   　　（法9） ○　循環型社会の形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施する責務。

6　地方公共団体の責務（法10） ○　循環資源について、適正に循環的な利用等が行われることを確保するために
必要な措置を実施し、自然的社会的条件に応じた施策を策定し、実施する責務。

（参考資料） 「資源循環ハンドブック」　　　経済産業省
（問合せ先） 石川県資源循環推進課　　　　　  電話 076-225-1471　FAX 076-225-1473

平成16年度以降の主な沿革

平成20年 3月 25日 第2次循環型社会形成推進基本計画　閣議決定

平成25年 5月 31日 第3次循環型社会形成推進基本計画　閣議決定

平成30年 6月 19日 第4次循環型社会形成推進基本計画　閣議決定

令和  6年   8月　2日　　 第5次循環型社会形成推進基本計画　閣議決定
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電気・水道業
1,243
39.7％

建設業
1,187
37.9％

製造業
412
13.1％

その他
292
9.3％

排出量
3,134千t/年
（100.0％）

令和4年度産業廃棄物排出状況〔石川県〕
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　有害廃棄物の越境移動については、廃棄物の処分費用が高い国から安い国へ、あるいは規制
の厳しい国から緩い国へと移動しやすいことから、移動先の国で新たな公害問題を引き起こさ
ないよう、有害廃棄物の越境移動による環境汚染防止のための国際的な合意づくりが急がれて
いました。それが1989（平成元）年に採択された「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分
の規制に関するバーゼル条約（通称：バーゼル条約）」です。
　この条約は1995（平成7）年に改正され、OECD及びEU加盟国から非加盟国への有害廃棄物の
輸出が1997（平成9）年をもって全面禁止されることとなりました。なお、再利用等の目的によ
る廃棄物の国境移動は、条約上有害な特性を有しない場合は禁止されないことになっています。
　「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律（通称：バーゼル法）」は「バーゼル条約」
を受けた形の国内法として平成４年に成立し、平成５年に施行されています。この法律では、
法に指定される特定有害廃棄物等を輸出入する際には承認を受けることを規定しています。
　また、法制定から20年以上が経過し、法の規制対象となる非鉄金属二次資源の国際取引が増
大するなど、当時と比べて状況が大きく変化している中、輸出先での使用済鉛蓄電池の不適正
処理の判明や、電子部品スクラップ等の輸入における法に基づく手続に起因した諸外国との競
争環境の不利などの課題が顕在化していることから、国では、改正バーゼル法を平成29年6月
16日に公布し、平成30年10月1日に施行されました。
　その後も、廃プラスチックが、輸入国におけるリサイクルの過程で不適切に処理され、環境
汚染を引き起こしており、その解決のため、バーゼル条約第14回締約国会議（COP14）におい
て、廃プラスチックを新たに条約の規制対象に追加する条約附属書改正が決議されました。
　これを受け、国内では、バーゼル法に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部
を改正する省令が令和３年１月１日から施行され、「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該
非判断基準」によりバーゼル法に基づいてプラスチックの輸出を行う際に、当該プラスチック
が規制対象に該当するか否かを適切に判断することができるように運用されています。
　いずれにしても、事業活動により排出される廃棄物については、できる限り自社内であるい
は地域内、国内で処理することが原則であり、国外に持ち出さないことが必要です。日本は、
原料を輸入し、製品を輸出する形態の企業が多いことから、国際的な信用を得るためにも極め
て大切なことです。

16　特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律とは？

廃棄物輸出による途上国公害の防止！
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（特別の考慮を必要とする廃棄物の分類）

Y48 プラスチックの廃棄物
Y49 電気及び電子廃棄物
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・低濃度PCB廃棄物………………令和9年3月31日まで
・高濃度PCB廃棄物
　　変圧器・コンデンサー等……令和4年3月31日まで（処分期間終了）
　　安定器等・汚染物……………令和5年3月31日まで（処分期間終了）

（処分期間終了）

責任
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ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成13年6月22日　法律第65号）のキーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1） ○　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管、処分等について必要な規制等を行うとともに、
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理のための必要な体制を速やかに整備することによ
り、確実かつ適正な処理を推進し、国民の健康の保護及び生活環境の保全を図る。

2　定義　　　　　　　（法2）
☆ポリ塩化ビフェニル廃棄物とは
☆高濃度ポリ塩化ビフェニル
　廃棄物とは
☆高濃度ポリ塩化ビフェニル
　使用製品とは
☆保管事業者とは
☆所有事業者とは

○ポリ塩化ビフェニル廃棄物とは、ポリ塩化ビフェニル原液、ポリ塩化ビフェニルを
含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入され
た物が廃棄物となったもの（環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で
定めるものを除く）
○高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物とは、次に掲げる廃棄物をいう。
　・ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの
　・ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれている
　ポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
　・ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された物が廃棄物
　となったもののうち、ポリ塩化ビフェニルの割合が政令で定める基準を超えるもの
○高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品とは、次に掲げる製品をいう。
　・ポリ塩化ビフェニル原液
　・ポリ塩化ビフェニルを含む油のうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの
　割合が政令で定める基準を超えるもの
　・ポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、又は封入された製品のうち、
　ポリ塩化ビフェニルを含む部分に含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令
　で定める基準を超えるもの
○保管事業者とは、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業
者をいう。
○所有事業者とは、ポリ塩化ビフェニル使用製品を所有する事業者をいう。

3　事業者の責務　　　（法3） ○保管事業者は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を自らの責任において確実かつ適正
に処理しなければならない。
○所有事業者は、確実に、そのポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し、又はそのポリ
塩化ビフェニル使用製品からポリ塩化ビフェニルを除去するよう努めなければならな
い。
○保管事業者及び所有事業者は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理
に関し、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない。

4　ポリ塩化ビフェニル廃棄物
　処理基本計画
　 ポリ塩化ビフェニル廃棄物
　処理計画　　　　（法6，7）

○政府は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を総合的かつ計画的に
推進するための基本的な計画を定め、公表しなければならない。
○都道府県又は政令市は、その区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実か
つ適正な処理に関する計画を定めなければならない。
○都道府県又は政令市は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を定め、又はこれを
変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

5　ポリ塩化ビフェニル廃棄物
　の規制等　　　（法8〜 19）
☆保管等の届出
☆保管等の状況の公表
☆期間内の処分

○保管事業者は、毎年度その保管及び処分の状況に関し、ポリ塩化ビフェニル廃棄
物の保管の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければ
ならない。
○保管事業者は、政令で定める期間内に、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を自ら処分し、
又は処分を他人に委託しなければならない。
○全てのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を終えた者は、その旨を都道府県知事に届
け出なければならない。
○所有事業者は、毎年度その廃棄の見込みに関し、ポリ塩化ビフェニル使用製品の
所在の場所その他の環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければなら
ない。
○所有事業者は、処分期間内に、その高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品を廃棄し
なければならない。
○全ての高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄を終えた者は、その旨を都道府
県知事に届け出なければならない。
○都道府県知事は、毎年度、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況、高
濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄の見込みを公表する。

6　協力の要請　　　 （法22） ○環境大臣は、ポリ塩化ビフェニル製造者等に対し、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確
実かつ適正な処理を円滑に推進するための資金の出えんその他の必要な協力を求め
るよう努める。

7　罰則　　　　（法33〜 36） ○ポリ塩化ビフェニルを譲り渡し、又は譲り受けた者
○期間内処分義務に違反したことに対する改善命令に違反した者
○保管等の届出をせず、又は虚偽の届出をした者　　等

平成16年度以降の主な沿革
	平成24年12月	12日	政令298号	 処理期限の延長（公布日施行）
	平成28年		5月				2日	法律第34号	 高濃度PCB廃棄物の処分の義務付け等（平成28年8月1日施行）

（参考資料）	「ポリ塩化ビフェニル（PCB）使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」　環境省、経済産業省
（問合せ先）	 石川県資源循環推進課	 電話	076-225-1474　FAX	076-225-1473
	 金沢市ごみ減量推進課	 電話	076-220-2521　FAX	076-260-7193
	 北陸産業保安監督署	 電話	076-432-5580　FAX	076-432-0909
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　「資源の有効な利用の促進に関する法律（通称：資源有効利用促進法）」は、大量生産・大量消
費・大量廃棄型の社会から脱却し、循環型社会構築への幕開けとなった法律で、平成３年４月に
「再生資源の利用の促進に関する法律（通称：リサイクル法）」として制定されました。
　平成12年6月に「循環型社会形成推進基本法」の公布に合わせて改正され、従来のリサイクル
対策の強化に加えて、製品の省資源化・長寿命化などによる廃棄物の発生抑制（リデュース）対
策、回収した製品からの部品等の再使用・再利用（リユース）対策が新たに導入され、法律の名
称も「資

・

源
・

の
・

有
・

効
・

な
・

利用の促進に関する法律」と改められました。
　「資源有効利用促進法」は、主として以下の三つの柱から成り立っています。
　　　①　資源の有効利用促進に関する基本指針
　　　②　関係者の責務
　　　③　事業者に対する個別の措置
　関係者とは、国、地方公共団体、事業者、消費者であり、それぞれが社会的責任を分担しつつ、
互いに協力しながら資源の有効利用を促進していくための一般的な責務を定めています。また、
事業者に対しては、業種、製品あるいは副産物の種類ごとに個別の措置が定められています。

18　資源の有効な利用の促進に関する法律とは？

通称「資源有効利用促進法」！

事　業　者 消　費　者

関 係 者 の 責 務

国 ・ 地 方 公 共 団 体

「再生資源」とは ：
　使用済みの物品又は工場等で発生する
副産物のうち有用なもので原材料として利
用できるもの

「再生部品」とは ：
　使用済みの物品のうち有用なもので部品
その他製品の一部として利用できるもの

・使用済物品及び副産物の発生抑制のための原材
料の使用の合理化

・再生資源・再生部品の利用
・使用済みの物品、副産物の再生資源・再生部品と
しての利用の促進

・製品の長期間使用
・再生資源を用いた製品の利用・分別回収への協力

など再生資源の利用等の促進
・国・地方公共団体及び事業者の実施する措置への

協力　等

基 本 方 針

主務大臣（事業所管大臣等）は、資源の使用の合
理化、再生資源・再生部品の利用の総合的推進を
図るための方針を策定・公表

事業所管大臣等：
　経済産業大臣、国土交通大臣、農林水産大臣
　財務大臣、厚生労働大臣、環境大臣

・資金の確保等の措置
・物品調達における再生資源の利用等の促進
・科学技術の振興
・国民の理解を深める努力　等

特定省資源業種の
政令指定（※1）

特定再利用業種の
政令指定（※2）

指定省資源化製品
の政令指定（※3）

指定表示製品の政
令指定（※5）

指定副産物の政令
指定（※7）

指定再資源化製品の政令指
定（※6）

指定再利用促進製
品の政令指定（※4）

副産物の発生抑制・
再生資源の利用を
促進する措置

主務大臣による事業
者の判断基準の策
定（指定業種ごと）

発生抑制・再生資源
の利用に関する中
長期計画の提出

・再生資源の原材料
としての利用を促進
する措置

・再生部品の利用を
促進する措置

主務大臣による事業
者の判断基準の策
定（指定業種ごと）

主務大臣による事業
者の判断基準の策
定（指定製品ごと）

主務大臣による事業
者の判断基準の策
定（指定製品ごと）

主務大臣による表示
の標準の策定（指定
製品ごと）

主務大臣による事業
者の判断基準の策
定（指定副産物及び
指定業種）

主務大臣によ
る事業者の判
断基準の策定

（指定製品ご
と）

回収・再生資
源化の認定

製品の省資源化、長寿
命化を促進する措置

分別回収のための
表示に関する措置

副産物の利用を促
進する措置

使用済み製品の回収・再資源
化を促進する措置

・原材料としての利用
を促進すべき製品
に関する措置

・再生部品の利用を
促進すべき製品に
関する措置

・廃棄物処理
法における配
慮

・公正取引委
員会との調
整

指導・助言

勧告

公表
関係審議
会の意見

命令

指導・助言

勧告
（対象：政令で定める一
定規模以上の事業者）

公表
関係審議
会の意見

命令

指導・助言

勧告
（対象：政令で定める一
定規模以上の事業者）

公表
関係審議
会の意見

命令

指導・助言

勧告
（対象：政令で定める一
定規模以上の事業者）

公表
関係審議
会の意見

命令

指導・助言

勧告
（対象：政令で定める一
定規模以上の事業者）

公表
関係審議
会の意見

命令

指導・助言

勧告
（対象：政令で定
める一定規模以
上の事業者）　

公表
要件に不適合
となった場合

関係審議
会の意見

命令 認定取消

勧告
（政令で定める小規模

の事業者を除外）   

公表
関係審議
会の意見

命令

具体例
※1…鉄鋼業、紙・パルプ製造業、化学工業、非鉄金属製造業等
※2…紙製造業、ガラス容器製造業、建設業、複写機製造業等
※3…自動車、家電、大型家具、石油・ガス機器、パソコン、ぱちんこ台等
※4…パソコン、複写機、自動車、ぱちんこ台等

※5…スチール缶、アルミ缶、PETボトル、ニカド電池
　　  紙製容器包装、プラスチック製容器包装
※6…パソコン、小形二次電池
※7…電気業の石炭灰、建設業の土砂、コンクリートの塊、
　　  アスファルト・コンクリートの塊、木材

資源の有効な利用の促進に関する法律の概要
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資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年4月26日　法律第48号）のキーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1）
☆再生資源・再生部品利用促進

○　資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保
全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再
生部品の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の
健全な発展に寄与する。

2　定義　　　　　　　（法2）
☆使用済物品等とは
☆副産物とは
☆再生資源とは
☆再生部品とは

○　使用済物品等：一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄さ
れた物品。
○　副産物：製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給又は土木
建築に関する工事に伴い副次的に得られた物品。
○　再生資源：使用済物品等又は副産物のうち有用なものであって、原材料とし
て利用することができるもの又はその可能性があるもの。
○　再生部品：使用済物品等のうち有用なものであって、部品その他製品の一部
として利用することができるもの又はその可能性があるもの。

3　事業者等の責務（法4） ○　使用済物品等及び副産物の発生抑制のために原材料の使用の合理化を行うこ
と。
○　再生資源・再生部品の利用に努めること。
○　使用済物品等及び副産物の再生資源・再生部品としての利用促進に努めるこ
と。

4　事業者に対する措置
（法10、15、18、21、24、26、27）
☆特定省資源業種
☆特定再利用業種
☆指定省資源化製品
☆指定再利用促進製品
☆指定表示製品
☆指定再資源化製品
☆指定副産物

○　特定省資源業種：副産物の発生抑制・再生資源の利用を促進すべき業種（鉄
鋼業、紙・パルプ製造業、化学工業、非鉄金属製造業など）
○　特定再利用業種：再生資源・再生部品の利用を促進すべき業種（紙製造業、
ガラス容器製造業、建設業、複写機製造業など）
○　指定省資源化製品：製品の省資源化、長寿命化を促進すべき製品（自動車、
家電、大型家具、石油・ガス機器、パソコン、ぱちんこ台など）
○　指定再利用促進製品：再生資源・再生部品の利用を促進すべき製品（パソコン、
複写機、自動車、ぱちんこ台など）
○　指定表示製品：分別回収のための表示を行うべき製品（スチール缶、アルミ缶、
ペットボトル、ニカド電池、紙製容器包装、プラスチック製容器包装）
○　指定再資源化製品：使用済製品の回収・再資源化を促進すべき製品（パソコン、
小形二次電池）
○　指定副産物：再生資源として利用を促進すべき副産物（電気業の石炭灰、建
設業の土砂、コンクリートの塊、アスファルト・コンクリートの塊、木材）

（参考資料）	「資源循環ハンドブック」パンフレット　経済産業省
（問合せ先）	 石川県資源循環推進課	 電話	076-225-1849　FAX	076-225-1473

平成16年度以降の主な沿革……なし
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　一般廃棄物の多くを占める容器包装廃棄物について、消費者と市町村は一定の基準をクリアし
た状態で分別排出と分別収集を行い、事業者がそれらを再商品化するシステムを構築することに
より、廃棄物の適正処理及び資源の有効利用を図るために、「容器包装に係る分別収集及び再商
品化の促進等に関する法律（通称：容器包装リサイクル法）」が平成7年6月に制定されました。
　分別収集の対象となる品目として、ガラス製容器、ペットボトル、紙製容器包装、プラスチ
ック製容器包装、スチール缶、アルミ缶、紙パック及び段ボールの８品目が定められています。
このうち、再商品化義務の対象となる品目は、ガラス製容器、紙製容器包装、ペットボトル及
びプラスチック製容器包装の４品目になります。
　再商品化の義務を負う事業者（特定事業者）は、容器を利用する事業者（中身メーカー）と容
器を製造する事業者（輸入事業者も含む。）のほか、包装を利用する事業者となります。
　特定事業者は、自ら製造又は利用した容器包装の種類に応じて算定した「再商品化義務量」を
再商品化しなければなりません。一般的には、以下のスキームのように指定法人（（公財）日本
容器包装リサイクル協会）と再商品化委託契約を締結し、再商品化義務量に基づき算定される委
託料を同協会に支払うという「指定法人ルート」で再商品化されています。
　また、平成18年の「容器包装リサイクル法」の改正では、容器包装廃棄物の排出抑制に関する
規定が整備され、容器包装の排出抑制の象徴として、レジ袋削減の取り組みが全国の自治体で行
われています。レジ袋は、消費者にとって身近で便利な容器包装であるため、多量に消費される
反面、再利用されることなく廃棄される場合が多い状況にあります。さらに、令和元年12月の「容
器包装リサイクル法」の省令改正では、レジ袋有料化の義務化が定められ（一部例外規定あり）、
家庭ごみの排出抑制のほか、自らのライフスタイルを見直す契機となり、地球温暖化防止にも貢
献できるものと期待されます。
　平成20年度から施行された新制度に、「市町村への資金拠出」があります。これは、市民・市
町と特定事業者が連携してリサイクルの効率化や社会的コストの低減を図ろうとする目的で導入
されました。　
　なお、令和元年12月の省令改正により、レジ袋の有料化が義務化され、令和2年7月から施行さ
れました。

19　 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律とは？

通称「容器包装リサイクル法」！

引き取り

委託 再商品化
費用負担

リターナブルびん

再商品化
費用負担

再商品化
費用負担

主務大臣へ申し出て認定
を受けることが必要

住

　
　
　
　
　
　
　
民

再
商
品
化
事
業
者

2
自主回収
ルート

3
独自ルート

1
指定法人
ルート

住

　
　
　
　
　
　
　
民

再
商
品
化
事
業
者

2
自主回収
ルート

3
独自ルート

1
指定法人
ルート

市
町
村

特定事業者

指定法人

特定事業者

特定事業者

販売店

市
町
村

分
別
収
集

分
別
排
出

分
別
収
集

分
別
排
出

特定事業者に対して
再商品化義務が
生じる品目

分別収集の対象となる品目 「指定法人ルート」のスキーム
（ペットボトルの場合）

商品の
提供

容器
納入

再商品化製品の販売

※このほか、再商品化ルートとして主務大臣の認定が必要な
　「独自ルート」及び「自主回収ルート」がある。

リサイクル市場が
確立しているため、
特定事業者に対して
再商品化義務が
生じない品目

ガラス製容器

ペットボトル

紙製容器包装

プラスチック製容器包装

スチール缶

アルミ缶

紙パック

段ボール

消費者
（分別排出）

特定事業者
（飲料メーカー）

特定事業者
（ペットボトルメーカー）

市町村
（分別収集）

再商品化事業者
（リサイクル）

衣料品等
メーカー

指定法人
（（公財）日本容器包装リサイクル協会）

廃ボトル
収集

廃ボトル
引き渡し

再商品化義務の履行
（リサイクル費用の支払）

引取契約 リサイクル費用の支払

再商品化義務の履行
（リサイクル費用の支払）

引取契約 リサイクル費用の支払
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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（容器包装リサイクル法）
（平成7年6月16日　法律第112号）のキーポイント

1　目的　　　　　　　（法1）
☆分別収集・再商品化促進

○　容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品
化を促進するための措置を講ずること等により、一般廃棄物の減量及び再生資
源の十分な利用等を通じて、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保
を図り、生活環境の保全及び国民経済の健在な発展に寄与する。

2　対象容器包装等　　（法2） ○　特定容器
　　容器包装のうち、商品の容器であるものとして施行規則別表に掲げる容器
（缶、びん、ペットボトルなど）
○　特定包装
　　容器包装のうち、特定容器以外のもの（包装紙、ラップ等）
○　再商品化義務対象の容器包装
　　ガラスびん、ペットボトル、プラスチック製容器包装、段ボール・紙パック
以外の紙製容器包装

3　特定事業者
（法2、11、12、13）

☆特定容器利用事業者
☆特定容器製造事業者
☆特定包装利用事業者
☆小規模事業者適用除外

○　特定事業者
	・　特定容器利用事業者
　　販売する商品に特定容器を用いる事業者（食品製造業者等）
	・　特定容器製造事業者
　　特定容器の製造等の事業を行う者。（びん製造事業者等）
	・　特定包装利用事業者
　　販売する商品に特定包装（包装紙等）を用いる事業者（スーパー、デパート等）
○　一定の小規模事業者は適用除外となる。
	・　小売、卸、サービス業で、従業員５人以下かつ年間売上7千万円以下
	・　製造業者等は従業員20人以下かつ年間売上2億４千万円以下

4　事業者及び消費者の責務
　　　　　　　　　　（法4）

○　繰り返し使用可能な容器包装の使用、過剰包装の抑制により容器包装廃棄物
の排出の抑制に努めるとともに、再商品化物の使用等により容器包装廃棄物の
分別収集などを促進するよう努めること。

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

（参考資料）	「容器包装分別収集事例集」　環境省
（問合せ先）	 石川県資源循環推進課　　　　電話	076-225-1849　FAX	076-225-1473

平成16年度以降の主な沿革
	平成18年	 6月	15日	 法律第76号	 事業者に対する排出抑制を促進するための措置の導入等に係る改正（平

成19年4月1日施行、一部は平成20年4月1日施行）
	令和	元年	12月	27日	 省令第4号	 容器包装の使用の合理化に係る改正（令和2年7月1日施行）
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特定家庭用機器再商品化法（平成10年6月5日　法律第97号）のキーポイント

主要事項及びキーワード 要　　　　　　　　　点

1　目的　　　　　　　（法1）
☆特定家庭用機器廃棄物の収
集・運搬・再商品化

○　小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集、運搬及び再商
品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講ずることにより、
廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保
全及び国民経済の健全な発展に寄与する。

2　「再商品化等」の定義
　　　　　　　　　　　（法2）

○　対象機器から部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利
用すること。
○　対象機器から部品及び材料を分離し、これを燃料として利用すること。

3　対象機器（特定家庭用機器）
　　　　　　　　　　　（法2）

○　家電製品を中心とする家庭用機器から、（1）市町村等による再商品化等が困
難であり、（2）再商品化等をする必要性が特に高く、（3）設計、部品等の選択
が再商品化等に重要な影響を及ぼし、（4）配送品であることから小売業者によ
る収集が合理的であるものを対象機器として政令で指定する。（平成13年4月の
本格施行当初の対象機器は、エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電
気冷蔵庫、電気洗濯機。平成16年4月から電気冷凍庫が追加。さらに平成21年4
月から液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機が追加。）

4　基本方針の策定　　（法3） ○　対象機器の収集、運搬、再商品化等を総合的、かつ計画的に推進するため、
基本方針を定める。（平成11年6月23日環境庁・厚生省・通産省共同告示として
公表）

5　関係者の役割
（法6、7、9、10、17、18）

☆製造業者及び輸入業者の役割
☆小売業者の役割
☆消費者の役割
☆市町村の役割
☆国の役割

○　製造業者及び輸入業者（製造業者等）
①　引取義務
　　対象機器の製造業者等は、予め指定した引取場所において、自らが製造等
した対象機器の引取りを求められたときは、それを引き取る。
②　再商品化等実施義務
　　製造業者等は、引き取った対象機器について、再商品化等基準に従って、
対象機器の再商品化等を実施するとともに、再商品化等の実施と一体的に行う
ことが特に必要かつ適切な政令で定める事項を行う。
ア　再商品化等の量に関する基準
　　エアコンディショナー 80％以上、テレビジョン受信機55％以上、液晶・
プラズマ式テレビジョン受信機74％以上、電気冷蔵庫・電気冷凍庫70％以上、
電気洗濯機・衣類乾燥機82％以上
イ　再商品化等と一体的に行うべき事項
　　特定家庭用機器廃棄物のフロン類の回収及び破壊・再使用を行う。

○　小売業者
①　引取義務
　　対象機器の小売業者は、次に掲げる場合において、対象機器の引取りを求
められたときは、それを引き取る。
　ア　自らが過去に小売販売をした対象機器の引取りを求められたとき
　イ　対象機器の小売販売に対し、同種の対象機器の引取りを求められたとき
②　引渡義務
　　小売業者は、対象機器を引き取ったときは、対象機器の製造業者等（それ
が明らかでないときは指定法人）に引き渡す。

○　消費者は、対象機器の再商品化等が確実に実施されるよう小売業者等に適切
に引き渡し、収集・再商品化等に関する料金の支払いに応ずる等本法に定める
措置に協力する。
○　市町村は、その収集した対象機器を製造業者等（又は指定法人）に引き渡す
ことができる。（但し、自ら再商品化等を行うことも可能）住民に対する普及啓
発を行う。
○　国は、再商品化等に必要な行為に資する製品の研究開発、情報提供、教育活動、
広報活動等を行う。

平成16年度以降の主な沿革
	平成20年	12月	 5日	 政令367号	 特定家庭用機器の追加、再商品化等の基準の見直し（平成21年4月1日）
	平成27年	 3月	20日	 政令81号	 再商品化等の基準の見直し（平成27年4月1日）
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